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ページ 項目 修正前 修正案

Ｐ4
１．基本計画策定の
趣旨

市、市民、事業者、警察、その他関係団体
が連携強化を図り、地域ぐるみの防犯体制

市、市民、事業者、警察、その他関係団体が
連携強化を図り、防犯灯や防犯カメラの設
置、防犯パトロールの実施など地域ぐるみの
防犯体制

Ｐ5 4.計画期間
令和８(2026)年度から令和15(2041)
年度まで

令和８(2026)年度から令和15(2033)年
度まで

Ｐ5 4.計画期間（図） 安全で安心なまちづくり計画（第３次） 安全で安心なまちづくり基本計画（第３次）

Ｐ7
（2）窃盗犯罪発生件
数

平成１６年以降減少を続けてしており 平成１６年以降減少を続けており

Ｐ11 （１）防犯意識の向上
令和5年は増加に転じ、また自転車盗や電
話ｄｅ詐欺などは、

令和5(2023)年は増加に転じ、自転車盗
や電話ｄｅ詐欺などは、

Ｐ１1 （２）防犯情報の発信 市民の不安感を軽減し 市民の不安感を払拭し

Ｐ１2
(4)犯罪の未然防止
に向けた環境整備

犯罪の未然防止に向けた環境整備 犯罪の未然防止に向けた環境整備

Ｐ１2
(4)犯罪の未然防止
に向けた環境整備

本市では、防犯灯や防犯カメラの設置、町
会等への防犯カメラ設置費補助など、

本市では、これまで警察や町会・自治会、商
店会などと連携し、防犯灯や防犯カメラの
設置、町会等への防犯カメラ設置費補助な

ど、

Ｐ１2
(4)犯罪の未然防止
に向けた環境整備

安全で安心して生活できる環境整備への
取り組みを進めていく

安全で安心して生活できる環境整備への取
り組みを一層進めていく

Ｐ１2
（５）子ども、高齢者
等への防犯対策

（５）子ども、高齢者等への防犯対策
（５）子ども、高齢者、障がい者への防犯対
策

Ｐ１2
（５）子ども、高齢者
等への防犯対策

子どもや高齢者等への犯罪 子どもや高齢者、障がい者への犯罪

Ｐ13 ２．目標数値 ここ数年は下げ止まり感があることから、
ここ数年は下げ止まり感があり、令和５年以
降は微増していることから、

Ｐ13 基本方針（２）
（２）情報の発信と犯罪被害への不安感の
軽減

（２）情報の発信と犯罪被害への不安感の
払拭

Ｐ13 基本方針（２） 適切に対対応 適切に対応

Ｐ13 基本方針（２） 犯罪の予防と不安感の軽減 犯罪の予防と不安感の払拭

Ｐ13 基本方針（２） 市民が犯罪被害にあう不安感を軽減し、 市民が犯罪被害にあう不安感を払拭し、

Ｐ13 基本方針（４）
（４）身近な犯罪の未然防止に向けた環境
整備への取り組み

（４）犯罪のないまちづくりへ向けた環境整
備への取り組み

Ｐ１4 基本方針（５）
（５）子ども、高齢者等の犯罪弱者に対する
取り組みの強化

（５）犯罪弱者に対する取り組みの強化

Ｐ１4 基本方針（５） 子どもや高齢者等をはじめとする犯罪弱者
子どもや高齢者、障がい者をはじめとする犯
罪弱者

Ｐ１5 施策体系図
（2）情報の発信と犯罪被害への不安感の
軽減

（2）情報の発信と犯罪被害への不安感の
払拭

Ｐ１5 施策体系図
（４）犯罪防止に向けた環境整備の取り組
みの推進

（４）犯罪のないまちづくりへ向けた環境整
備への取り組み

Ｐ１5 施策体系図
（５）子ども、高齢者等の犯罪弱者に対する
取り組みの強化

（５）犯罪弱者に対する取り組みの強化

Ｐ１5 施策体系図 ⑤高齢者等を対象とした防犯対策の推進
⑤高齢者、障がい者を対象とした防犯対策
の推進

Ｐ１6 １．市の取り組み（１） （１）知識の普及と啓発活動の推進 （１）防犯知識の普及と啓発活動の推進

Ｐ１9 １．市の取り組み（５）
（５）高齢者等を対象とした防犯対策の推
進

（５）高齢者、障がい者を対象とした防犯対
策の推進

Ｐ１9 １．市の取り組み（５） 高齢者等の人たち 高齢者や障がい者

Ｐ１9 １．市の取り組み（５） 高齢者等が 高齢者、障がい者が

Ｐ１9 １．市の取り組み（５） 必要とされる知識の普及 必要とされる防犯知識の普及

Ｐ２1
２．市民の取り組み
（１）

知識の習得 防犯知識の習得

Ｐ２2
２．市民の取り組み
（5）

高齢者等 高齢者、障がい者

Ｐ２4
３．事業者の取り組み
（１）

知識の習得 防犯知識の習得

Ｐ２5
３．事業者の取り組み
（5）

高齢者等 高齢者、障がい者

Ｐ２5
３．事業者の取り組み
（８）

施策を着実、且つ、円滑に推進するために 施策を着実、かつ、円滑に推進するために

Ｐ２6
２．安全で安心なまち
づくり協議会の設置

調査・審議して、 調査・審議し、


